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（注１）　本書中の「公開買付者」及び「当社」とは、野村不動産ホールディングス株式会社をいいます。

（注２）　本書中の「対象者」とは、株式会社メガロスをいいます。

（注３）　本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和

と必ずしも一致しません。

（注４）　本書中の「法」とは、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）をいいます。

（注５）　本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。）をいい

ます。

（注６）　本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵

省令第38号。その後の改正を含みます。）をいいます。

（注７）　本書中の「株券」とは、株式に係る権利をいいます。

（注８）　本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又

は日時を指すものとします。

（注９）　本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま

す。）第１条第１項各号に掲げる日を除いた日をいいます。

（注10）　本書の提出に係る公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）は、日本の金融商品取引法で定められ

た手続き及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続き及び基準は、米国における手続き及

び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法（Securities Exchange

Act of 1934）第13条(e)項又は第14条(d)項及び同条の下で定められた規則は本公開買付けには適用され

ず、本公開買付けはこれらの手続き及び基準に沿ったものではありません。本書に含まれる全ての財務情報

が米国の会計基準に基づいて作成された財務諸表と同等のものとは限りません。また、公開買付者は米国外

で設立された法人であり、その役員の全部又は一部が米国居住者でないこと等から、米国の証券関連法の違

反を根拠として主張し得る権利又は請求を行使することが困難となる可能性があります。さらに、米国の証

券関連法の違反を根拠として、米国外の法人又はその役員に対して、米国外の裁判所において法的手続きを

開始することができない可能性があります。加えて、米国外の会社及びその子会社・関連会社を米国の裁判

所の管轄に服せしめることができる保証はありません。

（注11）　本公開買付けに関する全ての手続きは、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものとしま

す。本公開買付けに関する書類の一部については英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類と

の間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。

（注12）　本書中の記載には、米国1933年証券法（Securities Act of 1933）第27Ａ条及び米国1934年証券取引所法

（Securities Exchange Act of 1934）第21Ｅ条で定義された「将来に関する記述」が含まれています。既

知もしくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明

示的又は黙示的に示された予測等と大きく異なることがあります。公開買付者又は公開買付者の関連会社
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は、「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなることをお約束す

ることはできません。本書中の「将来に関する記述」は、本書の日付の時点で公開買付者が有する情報を基

に作成されたものであり、法令で義務付けられている場合を除き、公開買付者又はその関連会社は、将来の

事象や状況を反映するために、その記述を更新したり修正したりする義務を負うものではありません。

（注13）　公開買付者、公開買付者及び対象者の各ファイナンシャル・アドバイザー並びに公開買付代理人（それらの

関連会社を含みます。）は、それらの通常の業務の範囲において、日本の証券取引関連法制上許容される範

囲で、米国1934年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）（その後の改正を含みます。）規則

14e－５(b)の要件に従い、対象者の株式を自己又は顧客の勘定で本公開買付けの開始前、又は本公開買付け

における買付け等の期間中に本公開買付けによらず買付け又はそれに向けた行為を行う可能性があります。

そのような買付けに関する情報が日本で開示された場合には、当該買付けを行った公開買付者又はファイナ

ンシャル・アドバイザー又は公開買付代理人の英語ホームページ（又はその他の公開開示方法）においても

開示が行われます。
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第１【公開買付要項】

１【対象者名】

株式会社メガロス

 

２【買付け等をする株券等の種類】

①　普通株式

②　新株予約権

イ　平成20年11月13日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された2008年度第２回新株予約権（以下「第１回

新株予約権」といいます。）

ロ　平成21年７月16日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された2009年度第２回新株予約権（以下「第２回

新株予約権」といいます。）

ハ　平成22年７月28日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された2010年度第２回新株予約権（以下「第３回

新株予約権」といいます。）

ニ　平成23年７月27日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された2011年度第２回新株予約権（以下「第４回

新株予約権」といいます。）

ホ　平成24年７月25日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された2012年度第２回新株予約権（以下「第５回

新株予約権」といいます。）

ヘ　平成25年７月24日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された2013年度第２回新株予約権（以下「第６回

新株予約権」といいます。）

ト　平成26年７月23日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された2014年度第１回新株予約権（以下「第７回

新株予約権」といいます。）

チ　平成26年７月23日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された2014年度第２回新株予約権（以下「第８回

新株予約権」といい、第１回新株予約権、第２回新株予約権、第３回新株予約権、第４回新株予約権、第５回

新株予約権、第６回新株予約権、第７回新株予約権及び第８回新株予約権を総称して「本新株予約権」といい

ます。）
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３【買付け等の目的】

(1）本公開買付けの概要

　当社は、本書提出日現在、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）の開設する市場で

あるＪＡＳＤＡＱスタンダード市場（以下「ＪＡＳＤＡＱ市場」といいます。）に上場している対象者の普通株式

（以下「対象者普通株式」といいます。）2,103,600株（所有割合（注）：53.87％。小数点以下第三位を四捨五

入。以下所有割合について同じです。）を所有し、対象者を連結子会社としております。この度、当社は、平成27

年４月30日開催の取締役会において、対象者普通株式の全て（ただし、当社が所有する対象者普通株式及び対象者

が所有する自己株式を除きます。）及び本新株予約権の全てを取得し、対象者を当社の完全子会社とすることを目

的とする取引（以下「本取引」といいます。）の一環として、本公開買付けを実施することを決議しました。

（注）　対象者が平成27年４月30日に公表した「平成27年３月期決算短信［日本基準］（非連結）」（以下「対象

者決算短信」といいます。）に記載された平成27年３月31日現在の対象者の発行済株式総数（3,905,100

株）から対象者決算短信に記載された平成27年３月31日現在の対象者が所有する自己株式数（208株）を

控除した株式数（3,904,892株）に対する割合を、以下「所有割合」といいます。

　当社は、本公開買付けにおいては、買付予定数の上限及び下限を設定しておらず、本公開買付けに応じて売付け

等がなされた株券等（以下「応募株券等」といいます。）の全部の買付けを行います。

　本公開買付けにより、当社が対象者普通株式の全て（ただし、当社が所有する対象者普通株式及び対象者が所有

する自己株式を除きます。）を取得できなかった場合には、当社は、対象者に対して、下記「(4）本公開買付け後

の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載されている各手続きの実施を要請し、対象者を

当社の完全子会社とする予定です。

　本公開買付けに際し、当社は、対象者の第二位株主であるジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合（保有株式

数：520,000株、所有割合：13.32％、以下「ジャフコＶ２」といいます。）、第六位株主であるジャフコＶ２－Ｒ

投資事業有限責任組合（保有株式数：24,000株、所有割合：0.61％、以下「ジャフコＶ２－Ｒ」といいます。）、

第七位株主である株式会社ジャフコ（保有株式数：16,800株、所有割合：0.43％、以下「ジャフコ」といいま

す。）及び第八位株主であるジャフコＶ２－Ｗ投資事業有限責任組合（保有株式数：11,200株、所有割合：

0.29％、以下「ジャフコＶ２－Ｗ」といい、ジャフコＶ２、ジャフコＶ２－Ｒ、ジャフコ及びジャフコＶ２－Ｗを

「ジャフコ等」と総称します。）との間で、平成27年４月30日付でそれぞれ公開買付応募契約（以下「本応募契

約」といいます。）を締結し、ジャフコ等のそれぞれが保有する対象者普通株式の全て（合計保有株式数：

572,000株、所有割合：14.65％）について本公開買付けに応募する旨の合意をしております（本応募契約の概要に

ついては、下記「(3）本公開買付けに関する重要な合意等」をご参照下さい。）。

　なお、対象者が平成27年４月30日に公表した「支配株主である野村不動産ホールディングス株式会社による当社

株券等に対する公開買付けに関する賛同及び応募推奨のお知らせ」（以下「対象者プレスリリース」といいま

す。）によれば、対象者は、平成27年４月30日開催の対象者取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明

するとともに、対象者の株主の皆様及び本新株予約権に係る新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募

を推奨する旨の決議をしたとのことです。

　上記対象者取締役会決議の詳細は、下記「４　買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」、

「(2）買付け等の価格」、「算定の経緯」の「⑤　対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認」をご参

照ください。

 

(2）本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針

　当社は、野村不動産株式会社を中心とする企業グループのいわゆる純粋持株会社です。当社グループが展開する

主な事業内容は、マンション・戸建住宅等の開発・分譲事業を行う「住宅事業」、オフィスビル・商業施設等の開

発・賃貸、不動産投資市場向けの収益不動産開発・販売を行う「賃貸事業」、私募ファンド、Ｊ－ＲＥＩＴ及び不

動産証券化商品等を対象とした資産運用業務を行う「資産運用事業」、不動産の仲介・コンサルティング業務を行

う「仲介・ＣＲＥ事業」、マンション・オフィスビル等の管理業務・請負工事等を行う「運営管理事業」、対象者

によりフィットネスクラブサービスを提供する等の「その他の事業」で構成されております。

　当社は、平成24年10月に平成25年３月期を初年度とする10年間の経営計画として、「野村不動産グループ中長期

経営計画（-2022.3）～ Creating Value through Change ～」を策定しております。当該中長期経営計画において

は、当社グループとしての長期ビジョン「持続的変革を通じ、高い価値を創出し続ける企業グループへ」を定めた

上で、持続的成長を遂げていくことを目指して、①お客様から選ばれ続ける「信頼のブランド」の確立、②チャレ

ンジスピリットにあふれた持続的変革による価値創造、③グループ各社の有機的連携を通じたグループ総合力の発

揮を経営方針としております。また、長期ビジョンの実現に向け、「収益力の高い事業ポートフォリオの構築」及

び「持続的変革を通じた利益成長」を重点戦略として位置付けております。

　当該中長期経営計画に従い、当社グループは、「住宅事業」及び「賃貸事業」から構成されるデベロップメント

分野、「資産運用事業」、「仲介・ＣＲＥ事業」及び「運営管理事業」から構成されるノンアセット型のサービ

ス・マネジメント分野の両分野の成長を図っております。デベロップメント分野については、コア事業である「住

宅事業」の安定成長を持続した上で、「賃貸事業」における資産効率の向上と収益基盤の拡大を進めております。
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また、安定的な収益獲得が期待できるサービス・マネジメント分野については、当社グループが目指す収益バラン

スのとれた事業ポートフォリオの構築に向けて不可欠なものとして、同分野の積極的な事業拡大を推進しておりま

す。

　また、当社は、デベロッパーグループとして「ものづくり（商品企画・品質）」に対するこだわりをもった商品

を開発・供給していくことに加え、開発後の施設における顧客満足を追求し、当社グループ各企業が連携し、様々

な運営・管理サービスを提供しております。今後の社会構造の変化・顧客ニーズの多様化等、当社グループを取り

巻く環境変化に対応しながら更なる成長を目指す上では、今後も商品・サービス面において、革新性に富んだ価値

を創出し続けていくことが重要な経営課題であると捉えております。

　一方、対象者は、健康サービス産業として、「顧客満足を感動と喜びに変える」を経営理念として掲げ、ホスピ

タリティを重視し、健康と生きがいに繋がるフィットネスクラブサービス及びスクールサービスを提供しておりま

す。具体的には、各店舗におけるフィットネスクラブ、スイミングスクール、テニススクール、ゴルフスクール、

空手スクール等のスポーツクラブ運営事業及びスポーツ用品等の販売事業に取り組み、本書提出日現在、首都圏を

中心に直営店30店舗のスポーツクラブを展開しております。対象者は、施設規模が1,000坪超の大型店舗を中心に

出店しており、多様な設備・サービスメニューを備え、顧客ニーズに柔軟に対応したサービスの開発・提供を行っ

ております。

　対象者は、野村不動産株式会社が開発した住宅分譲地内において、カルチャー（文化）とフィットネス（健康）

をテーマにしたコミュニティー施設「鶴川緑山倶楽部」の運営母体として設立された株式会社エヌ・エフ・クリエ

イト（野村不動産株式会社の100％出資子会社）が前身です。その後、フィットネス市場への本格的な参入を果た

し、新規出店を展開しました。平成13年には株式会社メガロスへと商号を変更し、平成19年11月に、資金調達及び

企業信用力の確保並びに企業認知度の向上や人材確保等を目的として、株式会社ジャスダックが運営するジャス

ダック証券取引所（現ＪＡＳＤＡＱ市場）に株式を上場し、当社は当該上場により所有する対象者普通株式が

2,103,600株（所有割合：53.87％）まで減少しました。なお、上場後も当社は対象者の議決権の過半数を継続して

保有することで対象者を連結子会社とする一方、上場会社である対象者の経営の独立性・自主性を重視した上で、

グループ会社の一つとして位置付けてまいりました。

　上場後、対象者はリニューアルや各種イベント等の会員定着率の向上を目的とした施策により、既存店の収益伸

長を図ると共に、事業エリア拡大を含めた新規出店を積極化し、企業価値の向上を目指してきました。しかしなが

ら、近年は、フィットネス市場における競合店舗の増加に伴う競争激化、設備・サービスに対する顧客ニーズの変

化・多様化等の課題に直面しております。これらの影響により、既存店舗での会員数が減少した結果、営業利益は

平成20年３月期の1,210百万円から平成26年３月期にかけて332百万円と漸減しており、当社としては、業績回復に

向けた抜本的な施策が必要な状況にあると認識しております。

　このような市場環境の下、当社は、当社グループの企業価値向上を企図しつつも、対象者の成長戦略及びその実

効性にも資する施策について様々な検討を行ってまいりました。検討過程において、当社としては、対象者を当社

の完全子会社とし、経営資源の相互活用を行った上で、対象者が有するフィットネス事業分野における各種サービ

ス・施設運営ノウハウ・専門的人材等を最大限活用することで、相互の収益機会に繋がるシナジー効果の発揮が期

待でき、相互に成長のスピードを加速することができると考えるに至りました。そして、これはまた、当社グルー

プが目指す「グループ各社の有機的連携を通じたグループ総合力の発揮」や「サービス・マネジメント分野での領

域拡大・成長加速」を実現できるものと判断しております。

　また、当社は、社会全体の高齢化の進展や東京オリンピック・パラリンピック開催を機とする健康機運の一層の

高まり等を背景に、フィットネス市場は、今後益々成長が期待出来るマーケットであると評しております。そのた

め、当社としては、フィットネスに関連する事業分野を、当社グループにおけるサービス・マネジメント分野の一

つとして、今後対象者を中心とし注力していきたいと考えております。

　対象者は、これまでのフィットネスクラブサービスの提供に加え、昨今は、店舗周辺に住まう多世代の人々が集

う地域コミュニティ機能、高齢者の会員顧客に対する健康維持プログラムの開発・提供に注力しております。当社

は、対象者が提供するこれらの各種サービスは、当社グループの展開する各事業との間で様々な連携機会が期待出

来るものと考えております。具体的には、対象者による①当社グループが開発する大型住宅分譲地・大規模マン

ション内におけるフィットネスサービスやコミュニティ機能の提供、②当社グループが開発する複合用途施設・商

業施設内におけるコミュニティ・集客機能の提供、③今後、当社グループが展開を予定する高齢者を対象とした住

宅施設内における健康維持・リハビリ支援型のフィットネスサービスの提供、そして④当社グループ及び対象者の

それぞれが有する顧客基盤の相互活用等が想定されるものであります。

　こうした中、当社は、対象者の中長期視点に立った施策として、会員毎の利用実態に応じた既存店舗での料金体

系の見直しや、多様化する顧客ニーズ（夜間利用、短時間利用など）に対応した新たな店舗モデルでの出店拡大等

を実行していくことが、必要不可欠であると考えました。しかしながら、これらの諸施策は既存店舗における会費

収入の一時的な減少、また、新規モデル店舗の出店に伴う投資負担や開業関連の先行費用が必要とされ、対象者に

おける短期的な業績の下振れや、その後の収益回復に対する不確実性といったリスクを発生させる可能性が生じる

こととなります。そのため、上場会社の施策としては資本市場からは必ずしも十分な評価を得られない可能性か

ら、対象者普通株式の株価に悪影響を及ぼすことも想定されます。なおかつ、中長期的な収益向上が実現できない

場合には、対象者における長期的な企業価値の下落を招く可能性があることも否定できません。また、上場維持の
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ままでは、これら施策に対する有効性や実効性を十分に検証する必要があることから、迅速な意思決定が行いにく

いといった課題を有しているものと認識しております。

　かかる状況の中、平成27年２月に当社から対象者に対して本取引を提案したことを契機として、当社は、当社及

び対象者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券株式会社（以下「野村

證券」といいます。）を、リーガル・アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所をそれぞれ選任し、対象者は、

当社及び対象者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として株式会社KPMG FAS（以下

「ＫＰＭＧ」といいます。）を、リーガル・アドバイザーとしてシティユーワ法律事務所をそれぞれ選任し、さら

に利益相反回避のため第三者委員会（当該第三者委員会の構成及び具体的な活動内容等については、下記「４　買

付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」、「(2）買付け等の価格」、「算定の経緯」の「③　

対象者における第三者委員会の設置」をご参照ください。以下同じです。）を設置し、本取引に係る協議・交渉を

行う体制を構築しました。その上で、当社及び対象者は、両社の企業価値を一層向上させることを目的とし、複数

回に亘る協議・検討を重ねてまいりました。

　その結果、当社及び対象者は、完全親子会社関係の下、当社と対象者の一体経営を実現することで、対象者によ

る短期的な業績下振れリスクや不確実性を伴う大胆な施策に対しても、迅速な意思決定のもとこれらを実行するこ

とが可能となり、中長期的視点に立脚した対象者の成長加速が実現できるものと判断するに至りました。そして、

それはまた、対象者のみならず、グループ一体としての総合力の発揮が期待できるようになることから、当社グ

ループの企業価値の向上につながるものであるとの結論に至りました。

　そこで、当社は、平成27年４月30日開催の当社の取締役会において、対象者の完全子会社化を目的とした本公開

買付けの開始を決議するに至りました。

　一方、対象者プレスリリースによれば、対象者が本公開買付けに賛同する等の意見に至った意思決定の過程及び

理由は以下のとおりとのことです。

　対象者は、上記に記載のとおり、平成27年２月に当社から本取引に関する提案を受け、当社及び対象者から独立

したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関としてＫＰＭＧを、リーガル・アドバイザーとしてシ

ティユーワ法律事務所をそれぞれ選任し、さらに、当該提案を検討するための対象者の諮問機関として平成27年２

月20日に第三者委員会を設置した上で、本取引の目的、本取引後の経営体制・方針、本取引の諸条件等について、

当社との間で複数回に亘る協議・検討を重ねてきたとのことです。本取引の諸条件のうち公開買付価格について

は、対象者は、当社から初期的な提案を受けた後、当社及び当社のファイナンシャル・アドバイザーである野村證

券との間で継続的に交渉を行い、最終的に１株当たり2,000円とする最終提案を受けるに至ったとのことです。

　その上で、シティユーワ法律事務所から受けた法的助言、並びにＫＰＭＧから平成27年４月30日付で取得した対

象者普通株式に係る株式価値算定書（以下「本株式価値算定書」といいます。）の内容及び当該内容に関する同社

からの説明を踏まえつつ、上記第三者委員会から平成27年４月30日付で提出された答申書（以下「本答申書」とい

います。）の内容（詳細については、下記「４　買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」、

「(2）買付け等の価格」、「算定の経緯」の「③　対象者における第三者委員会の設置」に記載のとおりです。）

を最大限に尊重しながら、本取引について企業価値向上の観点から慎重に協議及び検討を行ったとのことです。

　その結果、対象者としては、以下のとおり、本取引は対象者の企業価値の一層の向上に資するものであるとの結

論に至ったとのことです。

　対象者では、競合他社との競争の激化や顧客ニーズの変化・多様化等の課題に直面しており、その影響による既

存店舗での会員数の減少に伴い、収益性が悪化し営業利益が漸減している状況にあるとのことです。他方、フィッ

トネス市場については、平成32年の東京オリンピック・パラリンピック開催や社会全体の高齢化の進展を背景とし

てスポーツや健康への機運が一層の高まりを見せており、今後更なる成長が期待されるとのことです。かかる状況

において、対象者は、市場環境の変化に対応すべく中長期的視点に立った抜本的な施策が必要であると考えてお

り、具体的には、既存店舗での料金体系の見直しや、多様化する顧客ニーズに対応した新たな形態の店舗の開発・

出店等、積極的な成長投資や再成長に向けた施策が必要不可欠であると認識しているとのことです。しかしなが

ら、これらの諸施策は、新たな提供サービスの開発や新規出店等に伴う投資負担が必要であり、短期的な利益水準

への悪影響を及ぼす可能性や、その後の収益回復に対する不確実性を伴うものとのことです。対象者の中長期的な

収益向上を実現することができない場合には、長期的な企業価値を下落させることとなる可能性も否定できないと

考えているとのことです。また、対象者普通株式の上場が維持される場合、これら施策の検討や株主の皆様への説

明等のために相当な時間を要することとなり、意思決定のスピードが求められる昨今の市場環境において諸施策を

実行する上では望ましいものではないと考えているとのことです。

　以上より、本取引により当社の完全子会社となり当社との一体経営を行うことは、株主の皆様のリスク負担を回

避しつつ、利益水準への悪影響や不確実性を伴う抜本的な施策を大胆且つ迅速に実行する上で有用であり、変化の

激しい市場環境に対応し、中長期的な視点での対象者の事業展開の加速に資するものであると判断するに至ったと

のことです。

　また、当社と対象者の一体経営を実現することにより、当社と対象者の経営資源及びノウハウ等の最大限の相互

活用が可能となり、①当社グループが開発する大型住宅分譲地・大規模マンション内におけるフィットネスサービ

スやコミュニティ機能の提供、②当社グループが開発する複合用途施設・商業施設内におけるコミュニティ・集客

機能の提供、③今後、当社グループが展開を予定する高齢者を対象とした住宅施設内における健康維持・リハビリ
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支援型のフィットネスサービスの提供、④当社グループ及び対象者のそれぞれが有する顧客基盤の相互活用等の施

策を通じて、双方の事業機会の拡大やサービスの向上を図ることが可能となると考えているとのことです。なお、

対象者は、これまで培ってきた会員顧客やノウハウ等の独自のサービス基盤に基づき、既存事業の強化を図るとと

もに、当社グループ各社の事業との連携を積極的に展開し、対象者の持続的な成長と発展を目指していく方針であ

るとのことです。

　以上のとおり、対象者は、本取引により対象者の企業価値の一層の向上が見込まれるとの結論に至り、本公開買

付けに賛同する旨の意見を表明することとしたとのことです。

　また、本公開買付けにおける買付け等の価格（以下「本公開買付価格」といいます。）が、(ⅰ)下記「４　買付

け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」、「(2）買付け等の価格」、「算定の経緯」の「②　対

象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得」に記載されているＫＰＭＧによる対象者普通

株式の株式価値の算定結果のうち、市場株価平均法に基づく算定結果の上限を上回るものであり、且つ、ディスカ

ウンテッド・キャッシュ・フロー法（以下「ＤＣＦ法」といいます。）に基づく算定結果のレンジ内であること、

(ⅱ)対象者が平成19年11月にジャスダック証券取引所（現ＪＡＳＤＡＱ市場）に上場して以来の対象者普通株式の

最高値である1,720円（平成27年３月13日）を上回る価格であるとともに、本公開買付けの公表日の前営業日であ

る平成27年４月28日のＪＡＳＤＡＱ市場における対象者普通株式の終値1,621円に対して23.38％（小数点以下第三

位を四捨五入。以下、株価に対するプレミアムの数値（％）について同じです。）、平成27年４月28日から過去

１ヶ月間の終値単純平均値1,628円（小数点以下四捨五入。以下、終値単純平均値について同じです。）に対して

22.85％、同過去３ヶ月間の終値単純平均値1,637円に対して22.17％、同過去６ヶ月間の終値単純平均値1,600円に

対して25.00％のプレミアムが加算されていること、(ⅲ)下記「４　買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予

定の株券等の数」、「(2）買付け等の価格」、「算定の経緯」の「（買付け等の価格の公正性を担保するための措

置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担保するための措置）」に記載の利益相反を解消

するための措置が採られていること等、少数株主の利益への配慮がなされていると認められること、(ⅳ)上記利益

相反を解消するための措置が採られた上で、対象者と当社の間で独立当事者間の取引における協議・交渉と同等の

協議・交渉が複数回行われた上で決定された価格であること等、併せて、本新株予約権に係る買付価格が、かかる

本公開買付価格と各本新株予約権の対象者普通株式１株当たりの行使価額との差額に当該各本新株予約権１個の目

的となる普通株式数である100を乗じた金額とされていることを踏まえ、本公開買付けは、対象者の株主の皆様及

び本新株予約権に係る新株予約権者の皆様に対して合理的なプレミアムを付した価格での株式等売却の機会を提供

するものであると判断したとのことです。なお、対象者は、平成27年４月９日に、平成27年３月期通期個別業績予

想数値の修正を内容とする「業績予想の修正に関するお知らせ」を公表しておりますが、当該業績予想の修正は、

平成27年３月31日付で公布された「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」

による法人税率等の変更を理由とし、東京証券取引所の適時開示基準に従い行ったものであり、本取引に関連し

て、又は本取引を意図して行われたものではないとのことです。

　以上より、平成27年４月30日開催の取締役会において、本公開買付けへ賛同の意見を表明するとともに、対象者

の株主の皆様及び本新株予約権に係る新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議を

したとのことです。

　上記取締役会決議の詳細については、下記「４　買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の

数」、「(2）買付け等の価格」、「算定の経緯」の「⑤　対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認」

をご参照ください。

　平成27年４月より、当社においては、当社グループにおける対象者の位置付けを、運営管理事業と一体となった

事業推進を行うため、「その他の事業セグメント」から「運営管理事業セグメント」へと変更しております。

　当社としては、対象者の完全子会社化後の事業領域に係る将来の事業戦略については、対象者と今後協議の上、

決定していく方針ですが、完全子会社化後も、対象者の事業特性や対象者の強みを十分に活かした経営を行い、対

象者における事業の強化を図ってまいります。また、当社と対象者との間の事業シナジーの実現に向けては、両社

間での人材交流を一層図ってまいる予定です。
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　なお、本書提出日現在、対象者の取締役（４名）及び監査役（４名）のうち取締役１名及び監査役４名は当社又

は当社の子会社の役員を兼務（平成27年６月下旬開催予定の当社定時株主総会の承認を経て当社の役員に就任する

予定の者を含みます。）しておりますが、当社としては、完全子会社化後の対象者の役員構成その他の経営体制に

ついては、現時点では具体的な変更予定はなく、また、具体的な検討も行っておりませんが、上記諸施策の実行や

経営基盤の更なる強化に向けた最適な体制の構築を検討していく予定です。

 

(3）本公開買付けに関する重要な合意等

　当社は、本公開買付けにあたり、ジャフコ等との間で、それぞれ平成27年４月30日付で本応募契約を締結しまし

た。本応募契約において、ジャフコ等は、ジャフコ等の保有する対象者普通株式（合計保有株式数：572,000株、

所有割合：14.65％）の全てについて本公開買付けに応募する旨の合意をしております。なお、本応募契約に係る

応募の前提条件は規定されておりません。

 

(4）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）

　当社は、上記「(1）本公開買付けの概要」に記載のとおり、対象者普通株式の全て（ただし、当社が所有する対

象者普通株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。）を取得する予定であり、本公開買付けにより、当社が

対象者普通株式の全て（ただし、当社が所有する対象者普通株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。）を

取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後に、対象者との間で、当社を完全親会社、対象者を完全子会社

とする株式交換契約（以下、当該株式交換契約に係る株式交換を「本株式交換」といいます。）を締結し、当社が

対象者普通株式の全て（ただし、当社が所有する対象者普通株式及び対象者が所有する自己株式を除きます。）を

取得することを企図しております。

　本株式交換においては、対象者の株主の皆様が所有する対象者普通株式の対価として当社の普通株式を交付する

ことを予定しており、法定の必要手続きを踏むことにより本公開買付けに応募されなかった対象者普通株式の全て

（ただし、本株式交換の効力発生の直前の時点において当社が所有する対象者普通株式を除きます。）は当社の普

通株式と交換され、当社の普通株式１株以上を割り当てられた対象者の株主の皆様は、当社の株主となります。本

株式交換は、その効力発生日を遅くとも平成27年10月中下旬から11月上旬頃を目途に設定して実施される予定で

す。

　これは、対象者の株主の皆様に対して、本公開買付けにおいて所有株式を売却いただくことで、より早期の金銭

対価を受領する機会を提供する一方で、本公開買付けに応募されなかった株主の皆様には、本株式交換による当社

の普通株式の取得を通じて、引き続き当社グループの事業に投資していただける選択肢をも確保したものです。

　なお、本株式交換は、会社法第796条第２項本文に定める簡易株式交換により、当社における株主総会の承認を

受けずに実施される予定です。また、本株式交換は、法定の条件を満たすことにより、会社法第784条第１項本文

に定める略式株式交換により、対象者における株主総会の承認を受けずに実施される可能性があります。

　本株式交換における株式交換比率は、その妥当性を確保するため、ファイナンシャル・アドバイザーによる株式

交換比率の算定結果を参考に、本公開買付け終了後に当社と対象者がそれぞれの株主の皆様の利益に十分に配慮し

て協議の上で決定することを予定しておりますが、本株式交換により対象者の株主の皆様が受け取る対価（当社の

普通株式。ただし、受け取るべき株式の数に１株未満の端数がある場合、当該端数部分については、会社法に基づ

き金銭の分配となります。）を決定する前提となる対象者普通株式の評価は、本公開買付価格と同一の価格にする

予定です。なお、対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けの終了日以降、本株式交換の効力発生

日までの間に、対象者が所有する自己株式の全てを消却する予定とのことです。

　本株式交換に際しては、完全子会社となる対象者の株主の皆様は、会社法その他関連法令の定めに従い、対象者

に対して株式買取請求を行うことができます。この場合の買取価格は、最終的には裁判所が判断することとなりま

す。

　本新株予約権については、本公開買付けが成立したものの、本公開買付けにより当社が本新株予約権の全てを取

得できなかった場合には、当社は、対象者に、本新株予約権に係る新株予約権者に対する本新株予約権の放棄の勧

奨等、本取引の実行に合理的に必要な手続きを実施するよう要請する予定です。

 

(5）買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担

保するための措置

　当社及び対象者は、対象者が当社の連結子会社であることに鑑み、本公開買付価格の公正性を担保するための措

置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置として、以下の措置を講じ

ております。

①　当社によるファイナンシャル・アドバイザーからの株式価値算定書の取得

②　対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得

③　対象者における第三者委員会の設置

④　対象者における独立した法律事務所からの助言

⑤　対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認

⑥　他の買付者からの買付機会を確保するための措置
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　以上の詳細については、下記「４　買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」、「(2）買付

け等の価格」の「算定の経緯」をご参照ください。

 

(6）上場廃止となる見込み及びその事由

　対象者普通株式は、本書提出日現在、ＪＡＳＤＡＱ市場に上場していますが、当社は本公開買付けにおいて買付

けを行う株券等の数に上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、対象者普通株式は東京証券取引

所の上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付けの完了時点

で当該基準に該当しない場合でも、本公開買付けが成立し、その後上記「(4）本公開買付け後の組織再編等の方針

（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載のとおり、対象者普通株式（ただし、当社が所有する対象者普通株

式及び対象者が所有する自己株式を除きます。）の全ての取得を目的とした手続きを実施することを予定しており

ますので、その場合、対象者普通株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て上場廃止とな

ります。上場廃止後は、対象者普通株式をＪＡＳＤＡＱ市場において取引することはできません。

 

４【買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数】

（１）【買付け等の期間】

①【届出当初の期間】

買付け等の期間 平成27年５月１日（金曜日）から平成27年６月16日（火曜日）まで（30営業日）

公告日 平成27年５月１日（金曜日）

公告掲載新聞名

電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。

電子公告アドレス

（http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/）

 

②【対象者の請求に基づく延長の可能性の有無】

　該当事項はありません。

 

③【期間延長の確認連絡先】

　該当事項はありません。
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（２）【買付け等の価格】

株券 １株につき金2,000円

新株予約権証券 第１回新株予約権　１個につき金126,000円

第２回新株予約権　１個につき金99,000円

第３回新株予約権　１個につき金90,700円

第４回新株予約権　１個につき金89,500円

第５回新株予約権　１個につき金80,400円

第６回新株予約権　１個につき金51,200円

第７回新株予約権　１個につき金199,900円

第８回新株予約権　１個につき金41,000円

新株予約権付社債券 ―

株券等信託受益証券

（　　　　　　）

―

株券等預託証券

（　　　　　　）

―

算定の基礎 （ⅰ）普通株式

当社は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付価格を決定するにあた

り、当社のファイナンシャル・アドバイザーである野村證券に対して、対象者の株式価

値の算定を依頼しました。

野村證券は、複数の株式価値算定手法の中から対象者の株式価値算定にあたり採用すべ

き算定手法を検討のうえ、市場株価平均法及びＤＣＦ法を用いて対象者の株式価値の算

定を行い、当社は平成27年４月30日付で対象者の株式価値の算定結果に関する株式価値

算定書を取得しました。なお、当社は野村證券から本公開買付価格の妥当性に関する意

見書（フェアネス・オピニオン）を取得しておりません。

野村證券により上記各手法において算定された対象者普通株式の１株当たりの株式価値

の範囲は、それぞれ以下のとおりです。

 市場株価平均法：1,600円から1,637円

ＤＣＦ法　　　：996円から2,409円

 市場株価平均法では、平成27年４月28日を基準日として、ＪＡＳＤＡＱ市場における対

象者普通株式の基準日終値1,621円、直近１週間の終値単純平均値1,618円、直近１ヶ月

間の終値単純平均値1,628円、直近３ヶ月間の終値単純平均値1,637円及び直近６ヶ月間

の終値単純平均値1,600円を基に、対象者普通株式の１株当たりの価値の範囲を1,600円

から1,637円までと分析しております。なお、対象者は、平成27年４月９日に「業績予

想の修正に関するお知らせ」を公表しておりますが、野村證券は、当該公表の内容及び

その後の市場株価の推移等に鑑み、市場株価平均法による算定において特段の考慮を要

するものではないと考えております。

 ＤＣＦ法では、対象者から提供され当社が確認した事業計画、対象者へのマネジメン

ト・インタビュー、直近までの業績の動向、一般に公開された情報等の諸要素を考慮し

た平成28年３月期以降の対象者の将来の収益予想に基づき、対象者が将来生み出すと見

込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引いて対象者の

企業価値や株式価値を分析し、対象者普通株式の１株当たりの価値の範囲を996円から

2,409円までと分析しております。

 当社は、野村證券から取得した対象者の株式価値算定の結果を参考としつつ、対象者普

通株式のＪＡＳＤＡＱ市場における過去６ヶ月間及び直近の市場価格の推移、過去の発

行者以外の者による同種の株券等の公開買付けの事例において買付け等の価格決定の際

に付与されたプレミアムの実例、対象者の取締役会による本公開買付けへの賛同の可否

及び本公開買付けに対する応募数の見通し等を総合的に勘案し、ジャフコ等及び対象者

との協議・交渉の経過等を踏まえ、平成27年４月30日開催の取締役会において、本公開

買付価格を１株当たり2,000円と決定しました。
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 なお、本公開買付価格は、本公開買付けの公表日の前営業日である平成27年４月28日の

ＪＡＳＤＡＱ市場における対象者普通株式の終値1,621円に対して23.38％、平成27年４

月28日までの過去１ヶ月間のＪＡＳＤＡＱ市場における対象者普通株式の終値単純平均

値1,628円に対して22.85％、平成27年４月28日までの過去３ヶ月間のＪＡＳＤＡＱ市場

における対象者普通株式の終値単純平均値1,637円に対して22.17％、平成27年４月28日

までの過去６ヶ月間のＪＡＳＤＡＱ市場における対象者普通株式の終値単純平均値

1,600円に対して25.00％のプレミアムをそれぞれ加えた価格であります。

また、本書提出日の前営業日である平成27年４月30日の対象者普通株式のＪＡＳＤＡＱ

市場における終値1,621円に対して23.38％のプレミアムを加えた価格となります。

 （ⅱ）本新株予約権

本新株予約権は、ストックオプションとして、対象者の役員及び従業員等に対して発行

されたものであり、譲渡による本新株予約権の取得については対象者取締役会の承認を

要するものとされておりますが、対象者プレスリリースによれば、対象者は、平成27年

４月30日開催の取締役会において、本新株予約権に係る新株予約権者が、その保有する

本新株予約権を本公開買付けに応募することにより当社に対して譲渡することについて

包括的に承認することを決議したとのことです。本新株予約権は、本書提出日現在にお

いて、当該各新株予約権における対象者普通株式１株当たりの行使価額がいずれも本公

開買付価格を下回っています。そこで、当社は、平成27年４月30日開催の取締役会にお

いて、本新株予約権に係る買付価格を、本公開買付価格である2,000円と各本新株予約

権の対象者普通株式１株当たりの行使価額との差額に当該各本新株予約権１個の目的と

なる普通株式数である100を乗じた金額とすることを決定しました。具体的には、第１

回新株予約権については対象者普通株式１株当たりの行使価額740円との差額である

1,260円に100を乗じた金額である126,000円、第２回新株予約権については対象者普通

株式１株当たりの行使価額1,010円との差額である990円に100を乗じた金額である

99,000円、第３回新株予約権については対象者普通株式１株当たりの行使価額1,093円

との差額である907円に100を乗じた金額である90,700円、第４回新株予約権については

対象者普通株式１株当たりの行使価額1,105円との差額である895円に100を乗じた金額

である89,500円、第５回新株予約権については対象者普通株式１株当たりの行使価額

1,196円との差額である804円に100を乗じた金額である80,400円、第６回新株予約権に

ついては対象者普通株式１株当たりの行使価額1,488円との差額である512円に100を乗

じた金額である51,200円、第７回新株予約権については対象者普通株式１株当たりの行

使価額１円との差額である1,999円に100を乗じた金額である199,900円及び第８回新株

予約権については対象者普通株式１株当たりの行使価額1,590円との差額である410円に

100を乗じた金額である41,000円、とそれぞれ決定しました。

 なお、当社は、本公開買付けにおける本新株予約権の買付け等の価格の決定に際し、第

三者算定機関からの算定書等を取得しておりません。

算定の経緯 （本公開買付価格の決定に至る経緯）

 平成27年２月に当社から対象者に対して本取引を提案したことを契機として、当社は、当社

及び対象者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證

券を、リーガル・アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所をそれぞれ選任し、対象者

は、当社及び対象者から独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関とし

てＫＰＭＧを、リーガル・アドバイザーとしてシティユーワ法律事務所をそれぞれ選任し、

さらに利益相反回避のため第三者委員会を設置し、本取引に係る協議・交渉を行う体制を構

築しました。その上で、当社及び対象者は、両社の企業価値を一層向上させることを目的と

し、複数回に亘る協議・検討を重ねてまいりました。

その結果、当社及び対象者は、完全親子会社関係の下、当社と対象者の一体経営を実現する

ことで、対象者による短期的な業績下振れリスクや不確実性を伴う大胆な施策に対しても、

迅速な意思決定のもとこれらを実行することが可能となり、中長期的視点に立脚した対象者

の成長加速が実現できるものと判断するに至りました。そして、それはまた、対象者のみな

らず、グループ一体としての総合力の発揮が期待できるようになることから、当社グループ

の企業価値の向上につながるものであるとの結論に至りました。
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 そこで、当社は平成27年４月30日開催の取締役会の決定によって、当社による対象者の完全

子会社化に向けた本公開買付けの実施を決定し、以下の経緯により本公開買付価格について

決定しました。

 （ⅰ）算定の際に意見を聴取した第三者の名称

当社は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付価格を決定するにあた

り、当社のファイナンシャル・アドバイザーである野村證券に対象者の株式価値の算

定を依頼しました。

 （ⅱ）当該意見の概要

野村證券は、市場株価平均法及びＤＣＦ法の各手法を用いて対象者の株式価値の算定

を行っており、各手法において算定された対象者普通株式１株当たりの株式価値の範

囲はそれぞれ以下のとおりです。

 市場株価平均法：1,600円から1,637円

ＤＣＦ法　　　：996円から2,409円

 （ⅲ）当該意見を踏まえて本公開買付価格を決定するに至った経緯

当社は、野村證券から取得した対象者の株式価値算定の結果を参考としつつ、対象者

普通株式のＪＡＳＤＡＱ市場における過去６ヶ月間及び直近の市場価格の推移、過去

の発行者以外の者による同種の株券等の公開買付けの事例において買付け等の価格決

定の際に付与されたプレミアムの実例、対象者の取締役会による本公開買付けへの賛

同の可否及び本公開買付けに対する応募数の見通し等を総合的に勘案し、ジャフコ等

及び対象者との協議・交渉の経過等を踏まえ、平成27年４月30日開催の取締役会にお

いて、本公開買付価格を１株当たり2,000円と決定しました。

本新株予約権は、本書提出日現在において、当該各新株予約権における対象者普通株

式１株当たりの行使価額がいずれも本公開買付価格を下回っています。そこで、当社

は、平成27年４月30日開催の取締役会において、本新株予約権に係る買付価格を、本

公開買付価格である2,000円と各本新株予約権の対象者普通株式１株当たりの行使価

額との差額に当該各本新株予約権１個の目的となる普通株式数である100を乗じた金

額とすることを決定しました。詳細は、上記「算定の基礎」をご参照ください。

 （買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開

買付けの公正性を担保するための措置）

当社及び対象者は、対象者が当社の連結子会社であることに鑑み、本公開買付価格の公正性

を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保

するための措置として、以下の措置を講じております。

 ①　当社によるファイナンシャル・アドバイザーからの株式価値算定書の取得

当社は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付価格を決定するにあた

り、当社のファイナンシャル・アドバイザーである野村證券に対して、対象者の株式価

値の算定を依頼しました。当社が野村證券から取得した対象者の株式価値の算定結果に

関する株式価値算定書の概要については、上記「算定の基礎」をご参照ください。

 ②　対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得

対象者プレスリリースによれば、対象者取締役会は、当社から提示された本公開買付価

格に対する意思決定の過程における公正性を担保するために、対象者及び当社から独立

した第三者算定機関としてのファイナンシャル・アドバイザーであるＫＰＭＧに対し、

対象者普通株式の株式価値の算定を依頼し、平成27年４月30日付で本株式価値算定書を

取得したとのことです。ＫＰＭＧは、当社及び対象者の関連当事者には該当せず、本公

開買付けを含む本取引に関して、記載すべき重要な利害関係を有していないとのことで

す。

 なお、対象者は、ＫＰＭＧから本公開買付価格の公正性に関する意見（フェアネス・オ

ピニオン）は取得していないとのことです。
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 ＫＰＭＧは、対象者からの依頼に基づき、対象者の事業の現状、将来の事業計画等の開

示を得るとともに、それらに関する説明を受け、さらに対象者へのマネジメント・イン

タビューを実施した上で、対象者普通株式の株式価値を算定しているとのことです。Ｋ

ＰＭＧは、株式価値の評価手法として、対象者がＪＡＳＤＡＱ市場に上場しており、市

場株価が存在していることから市場株価平均法を、また、対象者の将来の事業活動の状

況を算定に反映する目的から、将来収益に基づき、将来生み出すと見込まれるフリー・

キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引くことにより株式価値を算定す

るＤＣＦ法を用いて算定を行ったとのことです。

 ＫＰＭＧが上記手法に基づき算定した対象者普通株式の１株当たりの価値の範囲は以下

のとおりとのことです。

 市場株価平均法　1,600円から1,637円

ＤＣＦ法　　　　1,611円から2,148円

 市場株価平均法においては、平成27年４月28日を基準日として、ＪＡＳＤＡＱ市場にお

ける対象者普通株式の基準日終値1,621円、過去１ヶ月間の終値単純平均値1,628円、過

去３ヶ月間の終値単純平均値1,637円及び過去６ヶ月間の終値単純平均値1,600円を基

に、対象者普通株式の１株当たりの価値の範囲を1,600円から1,637円までと分析してい

るとのことです。なお、対象者は、平成27年４月９日に「業績予想の修正に関するお知

らせ」を公表しておりますが、ＫＰＭＧは、当該公表の内容及びその後の市場株価の推

移等に鑑み、市場株価平均法による算定において特段の考慮を要するものではないと考

えているとのことです。

 ＤＣＦ法においては、対象者が作成した平成28年３月期から平成34年３月期までの事業

計画、対象者へのマネジメント・インタビュー、直近までの業績動向、一般に公開され

た情報等の諸要素を考慮した対象者の将来の収益予測に基づき、対象者が将来生み出す

と見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引いて対象

者の企業価値や株式価値を分析し、対象者普通株式の１株当たりの価値の範囲を1,611

円から2,148円までと分析しているとのことです。なお、割引率は5.0％～5.2％を採用

しており、継続価値の算定にあたっては定率成長モデルを採用し、永久成長率は

±0.25％として算定しているとのことです。

 ＫＰＭＧがＤＣＦ法の前提とした対象者の事業計画に基づく財務予測は以下のとおりと

のことです。

 なお、以下の財務予測においては大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれている

とのことです。平成28年３月期において、抜本的な収益改善策の実施を計画しており、

かかる施策実行に伴う費用負担から営業損失を見込んでいるとのことです。他方で、平

成29年３月期以降平成31年３月期にかけては、新たな店舗モデルでの積極的な出店拡大

及び価格改定等の収益改善策の実施により営業利益及びＥＢＩＴＤＡの大幅な増加を見

込んでいるとのことです。また、本取引の実行により実現することが期待されるシナ

ジー効果のうち、対象者普通株式が上場廃止となることによる上場維持費用の削減を当

該財務予測に加味しているとのことですが、本取引後の各種施策の効果等につきまして

は、現時点において収益に与える影響を具体的に見積もることは困難であるため反映し

ていないとのことです。

 （単位：百万円）

 
 

 平成28年３月期 平成29年３月期 平成30年３月期

売上高 15,200 16,710 17,877

営業利益 △350 381 716

ＥＢＩＴＤＡ 713 1,478 1,825

フリー・キャッシュ・フロー △245 22 232
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 （単位：百万円）

 
 

 平成31年３月期 平成32年３月期 平成33年３月期

売上高 18,973 19,841 20,755

営業利益 1,020 1,127 1,307

ＥＢＩＴＤＡ 2,076 2,221 2,411

フリー・キャッシュ・フロー 294 454 587
 

 （単位：百万円）

 
 

 平成34年３月期

売上高 21,654

営業利益 1,464

ＥＢＩＴＤＡ 2,497

フリー・キャッシュ・フロー 831
 

 なお、本公開買付けの対象には本新株予約権も含まれますが、本新株予約権に係る買付

価格が、本公開買付価格である2,000円と各本新株予約権の対象者普通株式１株当たり

の行使価額との差額に当該各本新株予約権１個の目的となる普通株式数である100を乗

じた金額、具体的には、第１回新株予約権については対象者普通株式１株当たりの行使

価額740円との差額である1,260円に100を乗じた金額である126,000円、第２回新株予約

権については対象者普通株式１株当たりの行使価額1,010円との差額である990円に100

を乗じた金額である99,000円、第３回新株予約権については対象者普通株式１株当たり

の行使価額1,093円との差額である907円に100を乗じた金額である90,700円、第４回新

株予約権については対象者普通株式１株当たりの行使価額1,105円との差額である895円

に100を乗じた金額である89,500円、第５回新株予約権については対象者普通株式１株

当たりの行使価額1,196円との差額である804円に100を乗じた金額である80,400円、第

６回新株予約権については対象者普通株式１株当たりの行使価額1,488円との差額であ

る512円に100を乗じた金額である51,200円、第７回新株予約権については対象者普通株

式１株当たりの行使価額１円との差額である1,999円に100を乗じた金額である199,900

円及び第８回新株予約権については対象者普通株式１株当たりの行使価額1,590円との

差額である410円に100を乗じた金額である41,000円、とそれぞれ決定されていることか

ら、本新株予約権については、第三者算定機関から算定書を取得していないとのことで

す。

 ③　対象者における第三者委員会の設置

対象者プレスリリースによれば、対象者取締役会は、本公開買付けを含む本取引に係る

対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保

することを目的として、平成27年２月20日、当社及び対象者から独立した、外部の有識

者である以下の３氏によって構成される第三者委員会を設置し（対象者は、当初からこ

の３氏を第三者委員会の委員として選定しており、第三者委員会の委員を変更した事実

はないとのことです。）、(a)本取引の目的の正当性・合理性（本取引に起因する対象

者企業価値向上の有無を含む。）、(b)本取引の取引条件の公正性・妥当性（本公開買

付価格及び本公開買付け後に予定されている二段階目の買収における対価の適正性並び

に本取引に係る検討過程・交渉経緯を含む。）、(c)交渉過程及び意思決定に至る手続

きの公正性、並びにこれらを踏まえ、(ア)本公開買付けに対して対象者取締役会が賛同

意見を表明すること、対象者の株主の皆様及び本新株予約権に係る新株予約権者の皆様

に対して本公開買付けへの応募を推奨することの是非、(イ)対象者の意思決定が対象者

の少数株主にとって不利益なものではないか（以下、総称して「本諮問事項」といいま

す。）について第三者委員会に対し諮問することを決議したとのことです。

 （委員）

・委員長　山﨑想夫氏（公認会計士・税理士、株式会社ＧＧパートナーズ代表取締役）

・委員　　多田光毅氏（弁護士、隼あすか法律事務所パートナー）

・委員　　齊藤健一氏（税理士、税理士法人サンク・アンド・アソシエイツ代表社員）
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 第三者委員会は、平成27年３月５日より平成27年４月28日まで合計５回開催され、その

中で、対象者より、対象者に係る現状の経営課題、本取引の必要性及び本取引後の経営

方針・体制等に関する見解、本取引により見込まれる対象者の企業価値への影響及び効

果、並びに対象者の事業計画について説明を受け、これらに関する質疑応答を行ったと

のことです。また、当社より、本取引に係る提案内容の詳細、本取引の目的、本取引に

より向上することが見込まれる対象者の企業価値の具体的内容、本取引後の経営体制・

方針、本取引の諸条件等についての説明を行い、これらに関する質疑応答を行ったとの

ことです。さらに、第三者委員会は、ＫＰＭＧから、対象者普通株式の株式価値の算定

に関する説明を受け、これらに関する質疑応答を行ったとのことです。第三者委員会

は、それぞれの説明や質疑応答の内容を踏まえ、対象者の企業価値の向上の観点から慎

重に検討を重ねたとのことです。

 かかる検討の結果、第三者委員会は、平成27年４月30日に、本諮問事項につき、(a)本

取引による対象者と当社との経営の一体化によって、より緊密な情報交換や連携に加

え、迅速な意思決定を可能とする体制が実現し、且つ、現状の対象者の経営状況を打開

するために必要となる抜本的な施策を大胆に実行することが可能となると考えられるこ

とから、本取引の目的の正当性・合理性は認められ、(b)本公開買付けの条件につい

て、本公開買付価格は対象者上場以来の対象者普通株式の最高値である1,720円を上回

る価格であるとともに、ＪＡＳＤＡＱ市場における平成27年４月28日（本公開買付けの

公表日の前営業日）の対象者普通株式の終値、同日までの過去１ヶ月間、３ヶ月間及び

６ヶ月間の終値単純平均値に対して22.17％から25.00％のプレミアムを付した価格であ

り、且つ利益相反を解消するための措置が十分に採られた上で決定された価格であるこ

と、公開買付期間が比較的長期間に設定されていること、及び、二段階目の買収である

本株式交換により対象者の株主の皆様が受け取る対価を決定するに際しての対象者普通

株式の評価について、本公開買付価格と同一の価格にする予定であること等から、本取

引の取引条件の公正性・妥当性も認められ、(c)本取引に係る意思決定過程に対象者と

の間に利益相反関係を有する取締役及び監査役が参加しておらず、且つ、独立したファ

イナンシャル・アドバイザー及びリーガル・アドバイザーを選任し、その助言を随時取

得していること等を踏まえれば、本取引の交渉過程及び意思決定に至る手続きも公正な

ものであること、そして、これらを踏まえ、(ア)本公開買付けに対して対象者取締役会

が賛同意見を表明すること、並びに対象者の株主の皆様及び本新株予約権に係る新株予

約権者の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨することは相当であり、(イ)本取引

に係る対象者の意思決定は対象者の少数株主にとって不利益なものではないと認められ

る旨を内容とする本答申書を対象者取締役会に対して提出しているとのことです。

 ④　対象者における独立した法律事務所からの助言

対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けを含む本取引に関する意思決

定過程における透明性及び合理性を確保するため、当社及び対象者から独立したリーガ

ル・アドバイザーであるシティユーワ法律事務所から、本公開買付けに対する意見表明

に関する意思決定過程、意思決定方法その他留意点について法的助言を受けているとの

ことです。

 ⑤　対象者における利害関係を有しない取締役全員の承認

対象者プレスリリースによれば、対象者取締役会は、シティユーワ法律事務所から得た

法的助言及び第三者算定機関であるＫＰＭＧから取得した本株式価値算定書の内容を踏

まえつつ、第三者委員会から取得した本答申書の内容を最大限に尊重しながら、本取引

により対象者の企業価値の向上を図ることができるか、本取引における公開買付価格そ

の他の条件は妥当なものか等の観点から慎重に協議・検討を行ったとのことです。
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 その結果、対象者取締役会は、本取引について、株主の皆様のリスク負担を回避しつ

つ、利益水準への悪影響や不確実性を伴う抜本的な施策を大胆且つ迅速に実行する上で

有用であり、変化の激しい市場環境に対応し、中長期的な視点での対象者の事業展開の

加速に資するものであることに加え、当社と対象者の経営資源及びノウハウ等の最大限

の相互活用が可能となり、双方の事業機会の拡大やサービスの向上を図ることが可能と

なると考えられることから、対象者の企業価値の一層の向上に資するものであるとの結

論に至り、且つ、対象者の株主の皆様及び本新株予約権に係る新株予約権者の皆様に対

して合理的なプレミアムを付した価格での株式等売却の機会を提供するものであると判

断したとのことです（判断過程の詳細については、上記「３　買付け等の目的」の

「(2）本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本

公開買付け後の経営方針」をご参照ください。）。

 そこで、平成27年４月30日開催の取締役会において、本公開買付けへ賛同の意見を表明

するとともに、対象者の株主の皆様及び本新株予約権に係る新株予約権者の皆様に対し

ては、本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をしたとのことです。

 上記取締役会においては、対象者の取締役である吉田祐康氏（以下「吉田氏」といいま

す。）を除く全ての取締役の全員一致で当該決議を行っているとのことです。吉田氏

は、当社の取締役を兼務しており、本取引に関し対象者と利益が相反するおそれがある

ことから、対象者の上記取締役会における本公開買付けを含む本取引に関する議題の審

議及び決議には一切参加しておらず、対象者の立場において当社との協議及び交渉にも

一切参加していないとのことです。また、対象者の監査役である栗原洋二氏及び折原隆

夫氏は、当社の監査役を兼務していること、同監査役である吉岡茂明氏は、当社の完全

子会社である野村不動産投資顧問株式会社の監査役を兼務していること、同監査役であ

る小野顕氏は、平成27年６月下旬開催予定の当社の定時株主総会を経て当社の監査役に

就任する予定であることから、利益相反の可能性を排除する観点より、いずれも対象者

の上記取締役会における本公開買付けを含む本取引に関する議題の審議には一切参加し

ていないとのことです。

 ⑥　他の買付者からの買付機会を確保するための措置

当社は、対象者との間で、対象者が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような

取引保護条項を含む合意等、当該対抗的買収提案者が対象者との間で接触することを制

限するような内容の合意を行っておりません。

 また、当社は、本公開買付けにおける公開買付期間を、法令に定められた最短期間であ

る20営業日より長い30営業日に設定しております。当社は、公開買付期間を比較的長期

に設定することにより、対象者の株主の皆様及び本新株予約権に係る新株予約権者の皆

様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、対象者普

通株式について当社以外の者にも対抗的な買付け等を行う機会を確保し、もって本公開

買付価格の適正性を担保することを企図しております。

 なお、上記「３　買付け等の目的」の「(1）本公開買付けの概要」に記載のとおり、本

公開買付けにおいては、買付予定数の下限を設定しておりませんが、本書提出日現在、

当社は対象者普通株式の2,103,600株（所有割合：53.87％）を既に所有しており、また

ジャフコ等との間で本応募契約を締結し、それによる取得分（572,000株、所有割合：

14.65％）を加えた2,675,600株（所有割合：68.52％）を所有できる見込みであるた

め、本株式交換は安定的に実施される予定です。これにより、対象者の株主の皆様に対

しては、本公開買付けにおいて所有株式を売却いただくことで、より早期の金銭対価を

受領する機会を提供する一方で、本公開買付けに応募されなかった株主の皆様には、本

株式交換による当社普通株式の取得を通じて、引き続き当社グループの事業に投資して

いただける選択肢が確保されております。

 したがって、当社としては、本公開買付けにおいて少数株主保護の見地からいわゆる

「マジョリティ・オブ・マイノリティ」（Majority of Minority）の買付予定数の下限

を設定する必要はそもそもないと考えており、本公開買付けにおいて買付予定数の下限

は設定しておりません。当社としては、本公開買付けにおいては、その公正性を担保す

るための上記①ないし⑥の措置を通じて、少数株主の利益には十分な配慮がなされてい

ると考えております。
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（３）【買付予定の株券等の数】

買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限

1,929,192（株） ―（株） ―（株）

（注１）　本公開買付けにおいては、買付けを行う株券等の上限及び下限を設定しておりませんので、応募株券等の全

部の買付けを行います。上記「買付予定数」欄には、本公開買付けにより公開買付者が取得する対象者の株

券等の最大数を記載しています。当該最大数は、対象者決算短信に記載された平成27年３月31日現在の対象

者の発行済株式総数（3,905,100株）から対象者決算短信に記載された平成27年３月31日現在の対象者が所

有する自己株式数（208株）及び本書提出日現在当社が所有する対象者普通株式数（2,103,600株）を控除

し、対象者決算短信に記載された平成27年３月31日現在の本新株予約権（1,279個）の目的となる対象者普

通株式の数（127,900株）を加えた株式数（1,929,192株）になります。

（注２）　単元未満株式も本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請

求権が行使された場合には、対象者は法令の手続きに従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあ

ります。

（注３）　本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式を取得する予定はありません。

（注４）　公開買付期間末日までに本新株予約権が行使される可能性がありますが、当該行使により発行又は処分され

る対象者普通株式についても本公開買付けの対象とします。
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５【買付け等を行った後における株券等所有割合】

区分 議決権の数

買付予定の株券等に係る議決権の数（個）(a) 19,291

ａのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(b) 1,279

ｂのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権

の数（個）(c)
－

公開買付者の所有株券等に係る議決権の数（平成27年５月１日現在）（個）(d) 21,036

ｄのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(e) －

ｅのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権

の数（個）(f)
－

特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（平成27年５月１日現在）（個）(g) 917

ｇのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(h) 199

ｈのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権

の数（個）(i)
－

対象者の総株主等の議決権の数（平成26年９月30日現在）（個）(j) 39,045

買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合

(a／j)（％）
47.84

買付け等を行った後における株券等所有割合

((a＋d＋g)／(j＋(b－c)＋(e－f)＋(h－i))×100)（％）
100.00

（注１）　「買付予定の株券等に係る議決権の数（個）(a)」は、本公開買付けにおける買付予定の株券等の数

（1,929,192株）に係る議決権の数を記載しております。

（注２）　「ａのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(b)」は、買付予定の株券等に係る議決権のうち、本新株予

約権の数（1,279個）の目的となる対象者普通株式（127,900株）に係る議決権の数（1,279個）を記載して

おります。

（注３）　「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（平成27年５月１日現在）（個）(g)」は、各特別関係者（た

だし、特別関係者のうち法第27条の２第１項各号における株券等所有割合の計算において府令第３条第２項

第１号に基づき特別関係者から除外される者（以下「小規模所有者」といいます。）を除きます。）が所有

する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。なお、特別関係者の所有株券等（ただし、対象者

が保有する自己株式を除きます。）も本公開買付けの対象としているため、「買付け等を行った後における

株券等所有割合」の計算においては、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（平成27年５月１日現

在）（個）(g)」は分子に加算しておりません。

（注４）　「対象者の総株主等の議決権の数（平成26年９月30日現在）（個）(j)」は、対象者が平成27年２月13日に

提出した第27期第３四半期報告書に記載された平成26年９月30日現在の総株主の議決権の数（１単元の株式

数を100株として記載されたもの）です。ただし、単元未満株式及び本新株予約権についても本公開買付け

の対象としているため、「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び

「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、対象者決算短信に記載された平成27年

３月31日現在の対象者の発行済株式総数（3,905,100株）から対象者が所有する自己株式数（208株）を控除

し、対象者決算短信に記載された平成27年３月31日現在の本新株予約権（1,279個）の目的となる対象者普

通株式の数（127,900株）を加えた株式数（4,032,792株）に係る議決権の数（40,327個）を分母として計算

しております。

（注５）　「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後に

おける株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。

 

６【株券等の取得に関する許可等】

　該当事項はありません。
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７【応募及び契約の解除の方法】

（１）【応募の方法】

①　公開買付代理人

野村證券株式会社　　東京都中央区日本橋一丁目９番１号

 

②　公開買付代理人の本店又は全国各支店において、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載のうえ、公

開買付期間末日の15時30分までに応募してください。応募の際には、ご印鑑、本人確認書類が必要になる場合

があります。（注１）

野村ホームトレードを経由した応募の受付は行われません。

なお、野村ネット＆コールにおける応募の受付は、野村ネット＆コールのウェブサイト

（https://netcall.nomura.co.jp/）にて公開買付期間末日の15時30分までに応募していただくか、又は所定

の「公開買付応募申込書」を野村ネット＆コール　カスタマーサポートまでご請求いただき、所要事項を記載

のうえ野村ネット＆コール宛に送付してください。「公開買付応募申込書」は公開買付期間末日の15時30分ま

でに野村ネット＆コールに到着することを条件とします。

 

③　株式の応募の受付にあたっては、応募株主等が公開買付代理人に設定した応募株主等名義の口座（以下「応募

株主等口座」といいます。）に、応募する予定の株式が記録されている必要があります。そのため、応募する

予定の株式が、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等に設定された口座に記録されている場合（対象者の

特別口座の口座管理機関である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に設定された特別口座に記録されている場合を含

みます。）は、応募に先立ち、応募株主等口座への振替手続きを完了していただく必要があります。

 

④　新株予約権の応募の受付にあたっては、「公開買付応募申込書」とともに、本新株予約権には、譲渡制限が付

されておりますので、対象者の取締役会決議により必要な手続きを行った上で、新株予約権者の請求により対

象者によって発行される「譲渡承認通知書」をご提出ください。また、新株予約権者であることの確認書類と

して、新株予約権者の請求により対象者によって発行される「新株予約権原簿記載事項証明書」及び本公開買

付けの成立を条件とする新株予約権原簿の名義書換えの請求に必要な書類をご提出ください。なお、野村ネッ

ト＆コールにおいては、新株予約権の応募の受付は行いません。

 

⑤　本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付は行われません。

 

⑥　外国の居住者であり、公開買付代理人にお取引可能な口座をお持ちでない株主等（法人株主等を含みます。以

下「外国人株主等」といいます。）の場合、日本国内の常任代理人を通じて応募してください。なお、野村

ネット＆コールにおいては、外国人株主等からの応募の受付は行いません。

 

⑦　居住者である個人株主の場合、公開買付けにより売却された株券等に係る売却代金と取得費との差額は、原則

として株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります。（注２）

 

⑧　応募株券等の全部の買付けが行われないこととなった場合、買付けの行われなかった株券等は応募株主等に返

還されます。

 

（注１）　ご印鑑、本人確認書類について

公開買付代理人である野村證券株式会社に新規に口座を開設する場合、ご印鑑のほか、本人確認書類が

必要になります。また、既に口座を有している場合であっても、本人確認書類が必要な場合がありま

す。なお、本人確認書類等の詳細につきましては、公開買付代理人にお尋ねください。

おもな本人確認書類

個人　　　　＜発行から６ヶ月以内の原本＞

住民票の写し　住民票の記載事項証明書　印鑑登録証明書

＜有効期限内の原本＞

健康保険証（各種）　運転免許証　住民基本台帳カード（氏名・住所・生年月日の記

載があるもの）　福祉手帳（各種）　旅券（パスポート）　国民年金手帳（平成８年

12月31日以前に交付されたもの）　在留カード　特別永住者証明書

※本人確認書類は、有効期限内のものである必要があります。

※本人確認書類は、以下の２点を確認できるものである必要があります。

①本人確認書類そのものの有効期限　②申込書に記載された住所・氏名・生年月日

※郵送でのお申込みの場合、いずれかの書類の原本かコピーをご用意ください。コピー

の場合は、あらためて原本の提示をお願いする場合があります。野村證券株式会社よ
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り本人確認書類の記載住所に「取引に係る文書」を郵送し、ご本人様の確認をさせて

頂きます。

法人　　　　登記簿謄本　官公庁から発行された書類　等

※本人特定事項　①名称　②本店又は主たる事務所の所在地

法人自体の本人確認に加え、代表者もしくは代理人・取引担当者個人（契約締結の任に

当たる者）の本人確認が必要となります。

外国人株主　外国人（居住者を除きます。）、外国に本店又は主たる事務所を有する法人の場合、日

本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類する

もので、居住者の本人確認書類に準じるもの。

野村ネット＆コールにおいて応募する場合で、新規に口座を開設する場合には、野村ネット＆コールの

ウェブサイト（https://netcall.nomura.co.jp/）、又は野村ネット＆コール　カスタマーサポートま

で口座開設キットをご請求いただき、お手続きください。口座開設には一定の期間を要しますので、必

要な期間等をご確認いただき、早めにお手続きください。

（注２）　株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について（個人株主の場合）

個人株主の方につきましては、株式等の譲渡所得等には原則として申告分離課税が適用されます。税務

上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い

申し上げます。

 

（２）【契約の解除の方法】

　応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契

約の解除をする場合は、公開買付期間末日の15時30分までに下記に指定する者の応募の受付を行った本店又は

全国各支店に、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面（以下「解除書面」といいます。）を交付又は送

付してください。ただし、送付の場合は、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに到達することを条件

とします。なお、野村ネット＆コールにおいて応募された契約の解除は、野村ネット＆コールのウェブサイト

（https://netcall.nomura.co.jp/）上の操作又は解除書面の送付により行ってください。野村ネット＆コー

ルのウェブサイト上の操作による場合は当該ウェブサイトに記載される方法に従い、公開買付期間末日の15時

30分までに解除手続きを行ってください。解除書面の送付による場合は、予め解除書面を野村ネット＆コー

ル　カスタマーサポートに請求したうえで、野村ネット＆コール宛に送付してください。野村ネット＆コール

においても、解除書面が公開買付期間末日の15時30分までに到着することを条件とします。

解除書面を受領する権限を有する者

野村證券株式会社　　東京都中央区日本橋一丁目９番１号

（その他の野村證券株式会社全国各支店）

 

（３）【株券等の返還方法】

　応募株主等が上記「(2）契約の解除の方法」に記載の方法により公開買付けに係る契約の解除を申し出た場

合には、解除手続き終了後速やかに、後記「10　決済の方法」の「(4）株券等の返還方法」に記載の方法によ

り応募株券等を返還します。

 

（４）【株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

野村證券株式会社　　東京都中央区日本橋一丁目９番１号
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８【買付け等に要する資金】

（１）【買付け等に要する資金等】

買付代金（円）(a) 3,767,015,100

金銭以外の対価の種類 ―

金銭以外の対価の総額 ―

買付手数料(b) 75,000,000

その他(c) 5,500,000

合計(a)＋(b)＋(c) 3,847,515,100

（注１）　「買付代金（円）(a)」欄には、買付予定数（1,929,192株）から、対象者決算短信に記載された平成27年３

月31日現在の本新株予約権（1,279個）のうち、本公開買付けに係る公開買付期間中に行使期間が到来せず

公開買付期間中に行使される可能性のない第６回新株予約権（240個）、第７回新株予約権（69個）及び第

８回新株予約権（350個）の目的となる対象者普通株式の数（65,900株）を控除した株式数（1,863,292株）

に本公開買付価格（2,000円）を乗じた金額と、第６回新株予約権の数（240個）に当該新株予約権１個当た

りの買付価格（51,200円）を乗じた金額、第７回新株予約権の数（69個）に当該新株予約権１個当たりの買

付価格（199,900円）を乗じた金額及び第８回新株予約権の数（350個）に当該新株予約権１個当たりの買付

価格（41,000円）を乗じた金額の合計額を記載しております。

（注２）　「買付手数料(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しております。

（注３）　「その他(c)」欄には、本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費

用につき、その見積額を記載しております。

（注４）　その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は本公開買付けが終了す

るまで未定です。

（注５）　上記金額には消費税等は含まれておりません。

 

（２）【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】

①【届出日の前々日又は前日現在の預金】

種類 金額（千円）

譲渡性預金 9,000,000

計(a) 9,000,000

 

②【届出日前の借入金】

イ【金融機関】

 借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円）

１ ― ― ― ―

２ ― ― ― ―

計 ―

 

ロ【金融機関以外】

借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円）

― ― ― ―

― ― ― ―

計 ―
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③【届出日以後に借入れを予定している資金】

イ【金融機関】

 借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円）

１ ― ― ― ―

２ ― ― ― ―

計(b) ―

 

ロ【金融機関以外】

借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円）

― ― ― ―

― ― ― ―

計(c) ―

 

④【その他資金調達方法】

内容 金額（千円）

― ―

計(d) ―

 

⑤【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計】

9,000,000千円（(a)＋(b)＋(c)＋(d)）

 

（３）【買付け等の対価とする有価証券の発行者と公開買付者との関係等】

　該当事項はありません。

 

９【買付け等の対価とする有価証券の発行者の状況】

　該当事項はありません。

 

１０【決済の方法】

（１）【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

野村證券株式会社　　東京都中央区日本橋一丁目９番１号

 

（２）【決済の開始日】

平成27年６月23日（火曜日）

 

（３）【決済の方法】

　公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等（外国人株主等の場合は常

任代理人）の住所宛に郵送します。なお、野村ネット＆コールにおいて書面の電子交付等に承諾されている場

合には、野村ネット＆コールのウェブサイト（https://netcall.nomura.co.jp/）にて電磁的方法により交付

します。

　買付けは、金銭にて行います。応募株主等は公開買付けによる売却代金を、送金等の応募株主等が指示した

方法により、決済の開始日以後遅滞なく受け取ることができます（送金手数料がかかる場合があります。）。
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（４）【株券等の返還方法】

　後記「11　その他買付け等の条件及び方法」の「(2）公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回

等の開示の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部を買付けないこととなった場合には、公開買付期間

の末日の翌々営業日（公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日）以後速やかに、返還すべき株券

等を返還します。株式については、公開買付代理人の応募株主等口座上で、返還すべき株式を応募が行われた

直前の記録に戻すことにより返還します（株式を他の金融商品取引業者等に設定した応募株主等の口座に振替

える場合は、応募の受付をされた公開買付代理人の本店又は全国各支店にご確認ください。）。新株予約権に

ついては、新株予約権の応募に際して提出された書類（前記の「７　応募及び契約の解除の方法」の「(1）応

募の方法」④に記載した書類）をそれぞれ応募株主等の指示により応募株主等への交付又は応募株主等の住所

への郵送により返還します。

 

１１【その他買付け等の条件及び方法】

（１）【法第27条の13第４項各号に掲げる条件の有無及び内容】

　本公開買付けにおいては、買付けを行う株券等の上限及び下限を設定しておりません。したがって、公開買

付者は、応募株券等の全部の買付けを行います。

 

（２）【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】

　令第14条第１項第１号イないしリ及びヲないしソ、第３号イないしチ及びヌ並びに同条第２項第３号ないし

第６号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、本公開

買付けにおいて、令第14条第１項第３号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者

が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の

記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相

当の注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合をいいます。撤回等を行おうとする場合は、電

子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難

である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。

 

（３）【買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法】

　法第27条の６第１項第１号の規定により、公開買付期間中に対象者が令第13条第１項に定める行為を行った

場合には、府令第19条第１項の規定に定める基準に従い、買付け等の価格の引下げを行うことがあります。買

付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただ

し、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、

その後直ちに公告を行います。買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株

券等についても、引下げ後の買付け等の価格により買付けを行います。

 

（４）【応募株主等の契約の解除権についての事項】

　応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。解

除の方法については、前記「７　応募及び契約の解除の方法」の「(2）契約の解除の方法」に記載の方法によ

るものとします。なお、公開買付者は、応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は

違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開買付

者の負担とします。

 

（５）【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】

　公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の６第１項及び令第13条により禁止される場合を除き、買付条件

等の変更を行うことがあります。

　買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞

に掲載します。ただし、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条に規定する

方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日

以前の応募株券等についても、変更後の買付条件等により買付けを行います。
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（６）【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】

　訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに、訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公

告に記載した内容に係るものを、府令第20条に規定する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書

を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株主等に対しては訂正した公開買付説明書を交付し

て訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容

を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂正します。

 

（７）【公開買付けの結果の開示の方法】

　本公開買付けの結果については、公開買付期間末日の翌日に、令第９条の４及び府令第30条の２に規定する

方法により公表します。

 

第２【公開買付者の状況】

１【会社の場合】

（１）【会社の概要】

①【会社の沿革】

 

②【会社の目的及び事業の内容】

 

③【資本金の額及び発行済株式の総数】

 

④【大株主】

平成　年　月　日現在
 

氏名又は名称 住所又は所在地
所有株式の数
（千株）

発行済株式の総数
に対する所有株式
の数の割合（％）

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

計 ― ― ―

 

⑤【役員の職歴及び所有株式の数】

平成　年　月　日現在
 

役名 職名 氏名 生年月日 職歴
所有株式数
（千株）

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ―

計 ―

 

（２）【経理の状況】

①【貸借対照表】

 

②【損益計算書】

 

③【株主資本等変動計算書】
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（３）【継続開示会社たる公開買付者に関する事項】

①【公開買付者が提出した書類】

イ【有価証券報告書及びその添付書類】

　事業年度　第10期（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）　平成26年６月27日関東財務局長に提

出

 

ロ【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第11期第３四半期（自　平成26年10月１日　至　平成26年12月31日）　平成27年２月13日関東財

務局長に提出

 

ハ【訂正報告書】

　該当事項はありません。

 

②【上記書類を縦覧に供している場所】

野村不動産ホールディングス株式会社

（東京都新宿区西新宿一丁目26番２号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

２【会社以外の団体の場合】

　該当事項はありません。

 

３【個人の場合】

　該当事項はありません。
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第３【公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況】

１【株券等の所有状況】

（１）【公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計】

（平成27年５月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 21,757（個） ―（個） ―（個）

新株予約権証券 199 ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券（　　　） ― ― ―

株券等預託証券（　　　　　） ― ― ―

合計 21,956 ― ―

所有株券等の合計数 21,956 ― ―

（所有潜在株券等の合計数） （199） ― ―

（注１）　特別関係者である対象者は、対象者普通株式208株を所有しておりますが、全て自己株式であるため、議決

権はありません。

（注２）　上記の「所有する株券等の数」には、小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数３個を含めておりま

す。ただし、かかる議決権の数は、上記「第１　公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券

等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（平成27年５月１日現在）（個）

(g)」には含まれておりません。

 

（２）【公開買付者による株券等の所有状況】

（平成27年５月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 21,036（個） ―（個） ―（個）

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券（　　　） ― ― ―

株券等預託証券（　　　　　） ― ― ―

合計 21,036 ― ―

所有株券等の合計数 21,036 ― ―

（所有潜在株券等の合計数） （―） ― ―
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（３）【特別関係者による株券等の所有状況（特別関係者合計）】

（平成27年５月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 721（個） ―（個） ―（個）

新株予約権証券 199 ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券（　　　） ― ― ―

株券等預託証券（　　　　　） ― ― ―

合計 920 ― ―

所有株券等の合計数 920 ― ―

（所有潜在株券等の合計数） （199） ― ―

（注１）　特別関係者である対象者は、対象者普通株式208株を所有しておりますが、全て自己株式であるため、議決

権はありません。

（注２）　上記の「所有する株券等の数」には、小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数３個を含めておりま

す。ただし、かかる議決権の数は、上記「第１　公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券

等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（平成27年５月１日現在）（個）

(g)」には含まれておりません。

 

（４）【特別関係者による株券等の所有状況（特別関係者ごとの内訳）】

①【特別関係者】

（平成27年５月１日現在）
 

氏名又は名称 株式会社メガロス

住所又は所在地 東京都渋谷区恵比寿南二丁目４番４号

職業又は事業の内容 スポーツクラブ運営及びスポーツ用品等の販売

連絡先

連絡者　　株式会社メガロス　総務部

連絡場所　東京都渋谷区恵比寿南二丁目４番４号

電話番号　03-5720-7500（会社代表）

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人である対象者

 

（平成27年５月１日現在）
 

氏名又は名称 大橋　充

住所又は所在地 東京都渋谷区恵比寿南二丁目４番４号（株式会社メガロスの所在地）

職業又は事業の内容 株式会社メガロス　代表取締役社長

連絡先

連絡者　　株式会社メガロス　総務部

連絡場所　東京都渋谷区恵比寿南二丁目４番４号

電話番号　03-5720-7500（会社代表）

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
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（平成27年５月１日現在）

 

氏名又は名称 萱野　宏一

住所又は所在地 東京都渋谷区恵比寿南二丁目４番４号（株式会社メガロスの所在地）

職業又は事業の内容 株式会社メガロス　取締役

連絡先

連絡者　　株式会社メガロス　総務部

連絡場所　東京都渋谷区恵比寿南二丁目４番４号

電話番号　03-5720-7500（会社代表）

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

（平成27年５月１日現在）
 

氏名又は名称 小林　利彦

住所又は所在地 東京都渋谷区恵比寿南二丁目４番４号（株式会社メガロスの所在地）

職業又は事業の内容 株式会社メガロス　取締役

連絡先

連絡者　　株式会社メガロス　総務部

連絡場所　東京都渋谷区恵比寿南二丁目４番４号

電話番号　03-5720-7500（会社代表）

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

（平成27年５月１日現在）
 

氏名又は名称 木皿儀　邦夫

住所又は所在地
東京都新宿区西新宿一丁目26番２号（野村不動産アーバンネット株式会社の所在

地）

職業又は事業の内容 野村不動産アーバンネット株式会社　監査役

連絡先

連絡者　　野村不動産アーバンネット株式会社　総務部

連絡場所　東京都新宿区西新宿一丁目26番２号

電話番号　03-3345-7778（会社代表）

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

（平成27年５月１日現在）
 

氏名又は名称 高越　忠尚

住所又は所在地 東京都新宿区西新宿八丁目５番１号（野村不動産投資顧問株式会社の所在地）

職業又は事業の内容 野村不動産投資顧問株式会社　監査役

連絡先

連絡者　　野村不動産投資顧問株式会社　企画部

連絡場所　東京都新宿区西新宿八丁目５番１号

電話番号　03-3365-8666（会社代表）

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
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（平成27年５月１日現在）

 

氏名又は名称 松本　裕樹

住所又は所在地 東京都新宿区西新宿一丁目26番２号（野村不動産ウェルネス株式会社の所在地）

職業又は事業の内容 野村不動産ウェルネス株式会社　取締役

連絡先

連絡者　　野村不動産ウェルネス株式会社

連絡場所　東京都新宿区西新宿一丁目26番２号

電話番号　03-3348-8748（会社代表）

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員
 
 

②【所有株券等の数】

株式会社メガロス

（平成27年５月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 0（個） ―（個） ―（個）

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券（　　　） ― ― ―

株券等預託証券（　　　　　） ― ― ―

合計 0 ― ―

所有株券等の合計数 0 ― ―

（所有潜在株券等の合計数） （―） ― ―

（注）　特別関係者である対象者は、対象者普通株式208株を所有しておりますが、全て自己株式であるため、議決権

はありません。

 

大橋　充

（平成27年５月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 ―（個） ―（個） ―（個）

新株予約権証券 67 ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券（　　　） ― ― ―

株券等預託証券（　　　　　） ― ― ―

合計 67 ― ―

所有株券等の合計数 67 ― ―

（所有潜在株券等の合計数） （67） ― ―
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萱野　宏一

（平成27年５月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 69（個） ―（個） ―（個）

新株予約権証券 81 ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券（　　　） ― ― ―

株券等預託証券（　　　　　） ― ― ―

合計 150 ― ―

所有株券等の合計数 150 ― ―

（所有潜在株券等の合計数） （81） ― ―

 

小林　利彦

（平成27年５月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 ―（個） ―（個） ―（個）

新株予約権証券 51 ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券（　　　） ― ― ―

株券等預託証券（　　　　　） ― ― ―

合計 51 ― ―

所有株券等の合計数 51 ― ―

（所有潜在株券等の合計数） （51） ― ―

 

木皿儀　邦夫

（平成27年５月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 329（個） ―（個） ―（個）

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券（　　　） ― ― ―

株券等預託証券（　　　　　） ― ― ―

合計 329 ― ―

所有株券等の合計数 329 ― ―

（所有潜在株券等の合計数） （―） ― ―
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高越　忠尚

（平成27年５月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 320（個） ―（個） ―（個）

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券（　　　） ― ― ―

株券等預託証券（　　　　　） ― ― ―

合計 320 ― ―

所有株券等の合計数 320 ― ―

（所有潜在株券等の合計数） （―） ― ―

 

松本　裕樹

（平成27年５月１日現在）
 

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に該
当する株券等の数

令第７条第１項第３号に該
当する株券等の数

株券 3（個） ―（個） ―（個）

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券（　　　） ― ― ―

株券等預託証券（　　　　　） ― ― ―

合計 3 ― ―

所有株券等の合計数 3 ― ―

（所有潜在株券等の合計数） （―） ― ―

（注）　松本裕樹氏は、小規模所有者に該当いたしますので、松本裕樹氏の「所有株券等の合計数」は、上記、「第

１　公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株

券等に係る議決権の数（平成27年５月１日現在）（個）(g)」に含めておりません。

 

２【株券等の取引状況】

（１）【届出日前60日間の取引状況】

　該当事項はありません。

 

３【当該株券等に関して締結されている重要な契約】

　該当事項はありません。

 

４【届出書の提出日以後に株券等の買付け等を行う旨の契約】

　該当事項はありません。
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第４【公開買付者と対象者との取引等】

１【公開買付者と対象者又はその役員との間の取引の有無及び内容】

　該当事項はありません。

 

２【公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容】

(1）本公開買付けへの賛同

　対象者プレスリリースによれば、対象者は、平成27年４月30日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の

意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様及び本新株予約権に係る新株予約権者の皆様に対して、本公開買付

けへの応募を推奨する旨の決議をしたとのことです。

　なお、これらの対象者の意思決定に係る詳細については、対象者プレスリリース及び上記「第１　公開買付要

項」、「４　買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」、「(2）買付け等の価格」の「算定の

経緯」をご参照ください。

 

(2）本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針

　上記「第１　公開買付要項」、「３　買付け等の目的」の「(2）本公開買付けの実施を決定するに至った背景、

目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」をご参照ください。

 

(3）買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性を担

保するための措置

　上記「第１　公開買付要項」、「４　買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」、「(2）買

付け等の価格」の「算定の基礎」及び「算定の経緯」をご参照ください。
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第５【対象者の状況】

１【最近３年間の損益状況等】

（１）【損益の状況】

決算年月 ― ― ―

売上高 ― ― ―

売上原価 ― ― ―

販売費及び一般管理費 ― ― ―

営業外収益 ― ― ―

営業外費用 ― ― ―

当期純利益（当期純損失） ― ― ―

 

（２）【１株当たりの状況】

決算年月 ― ― ―

１株当たり当期純損益 ― ― ―

１株当たり配当額 ― ― ―

１株当たり純資産額 ― ― ―

 

２【株価の状況】
（単位：円）

 

金融商品取引所名
又は認可金融商品
取引業協会名

東京証券取引所　ＪＡＳＤＡＱ市場

月別 平成26年11月 12月 平成27年１月 ２月 ３月 ４月 ５月

最高株価 1,525 1,598 1,630 1,650 1,720 1,649 ―（注）

最低株価 1,488 1,524 1,560 1,600 1,621 1,614 ―（注）

（注）　届出日の属する月の初日から届出日の前日までの期間の株価については、届出日が月初であるため記載してお

りません。

 

３【株主の状況】

（１）【所有者別の状況】

平成　年　月　日現在
 

区分

株式の状況（１単元の株式数　株）
単元未満株
式の状況

（株）
政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） ― ― ― ― ― ― ― ― ―

所有株式数

（単元）
― ― ― ― ― ― ― ― ―

所有株式数の割

合（％）
― ― ― ― ― ― ― 100 ―
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（２）【大株主及び役員の所有株式の数】

①【大株主】

平成　年　月　日現在
 

氏名又は名称 住所又は所在地
所有株式数
（株）

発行済株式の総数
に対する所有株式
数の割合（％）

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

計 ― ― ―

 

②【役員】

平成　年　月　日現在
 

氏名 役名 職名
所有株式数
（株）

発行済株式の総数
に対する所有株式
数の割合（％）

― ― ― ― ―

― ― ― ― ―

― ― ― ― ―

― ― ― ― ―

計 ― ― ― ―

 

４【継続開示会社たる対象者に関する事項】

（１）【対象者が提出した書類】

①【有価証券報告書及びその添付書類】

　事業年度　第25期（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）　平成25年６月26日関東財務局長に提出

　事業年度　第26期（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）　平成26年６月25日関東財務局長に提出

 

②【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第27期第３四半期（自　平成26年10月１日　至　平成26年12月31日）　平成27年２月13日関東財務

局長に提出

 

③【臨時報告書】

　該当事項はありません。

 

④【訂正報告書】

　該当事項はありません。

 

（２）【上記書類を縦覧に供している場所】

株式会社メガロス

（東京都渋谷区恵比寿南二丁目４番４号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

５【伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の内容等】

　該当事項はありません。
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６【その他】

(1）平成27年３月期通期業績予想の修正

　対象者は、平成27年４月９日付で、「業績予想の修正に関するお知らせ」を公表しております。当該公表に基づ

く対象者の平成27年３月期通期業績予想の修正は以下のとおりです。なお、以下の公表内容の概要は対象者が公表

した内容を一部抜粋したものです。詳細につきましては、対象者の当該公表の内容をご参照ください。

　また、対象者の平成27年３月期通期の損益状況等は下記「(2）「平成27年３月期決算短信［日本基準］（非連

結）」の公表」及び対象者が平成27年４月30日付で公表した「平成27年３月期決算短信［日本基準］（非連結）」

をご参照ください。

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
一株当たり当期
純利益

前回発表予想（Ａ）

（平成26年４月23日公表）

百万円

14,700

百万円

310

百万円

130

百万円

50

円 銭

12.81

今回修正予想（Ｂ） 14,744 280 122 14 3.66

増減額（Ｂ－Ａ） 44 △30 △8 △36  

増減率（％） 0.3 △9.7 △6.2 △72.0  

（ご参考）

平成26年３月期実績
14,639 332 170 62 16.19

 

(2）「平成27年３月期決算短信［日本基準］（非連結）」の公表

　対象者は、平成27年４月30日に「平成27年３月期決算短信［日本基準］（非連結）」を公表しております。当該

公表に基づく当該期の対象者の損益状況等は以下のとおりです。なお、当該内容につきましては、法第193条の２

第１項の規定に基づく監査法人の監査を受けておりません。また、以下の公表内容の概要は対象者が公表した内容

を一部抜粋したものです。詳細につきましては、対象者の当該公表の内容をご参照ください。

①　損益の状況

決算年月 平成27年３月期

売上高 14,744,847千円

売上原価 12,807,250千円

販売費及び一般管理費 1,657,159千円

営業外収益 33,630千円

営業外費用 191,154千円

当期純利益 14,277千円

 

②　１株当たりの状況

決算年月 平成27年３月期

１株当たり当期純利益 3.66円

１株当たり配当額 3.00円

１株当たり純資産額 1,246.99円

 

(3）中間配当（無配）及び株主優待制度の廃止

　対象者が平成27年４月30日付けで公表している「平成28年３月期中間配当（無配）及び株主優待制度の廃止に関

するお知らせ」によれば、対象者は、同日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、平成

28年３月期の中間配当を行わないこと、及び平成28年３月期より株主優待制度を廃止することを決議したとのこと

です。詳細につきましては、対象者の当該公表の内容をご参照ください。
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